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告 示
奈良市告示第436号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成30年７月17日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成30年７月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第437号
介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項
及び第54条の２第１項の規定により、指定地域密着型サー
ビス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者を
指定しましたので、同法第78条の11第１号及び第115条の
20第１号の規定により公示します。
平成30年７月17日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第360号
平成30年８月16日
（木 曜 日）

奈良市公報 平成 30 年８月 16 日発行
発行所 奈 良 市 役 所
発行人 奈 良 市 長
編集人 法務ガバナンス課長
製 作 株式会社 春 日第 3 6 0 号 (平成30年７月後半分)

申請者住所 大阪市北区大淀中一丁目１番30号

申請者氏名 積和不動産関西 株式会社
代表取締役 松吉 三郎

道路の位置 奈良市秋篠早月町239番１及び240番３の
各一部

道路の幅員 最大5.00ｍ 最小5.00ｍ

道路の延長 34.33ｍ

指定年月日 平成30年７月17日

指 定 番 号 第Ｈ3001号



（平成30年７月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第438号
狂犬病予防法（昭和25年法律第247号）第６条第１項の
規定により、下記のとおり飼育者不明の犬を収容しました
ので、同法第６条第８項の規定により公示します。
平成30年７月18日

奈良市長 仲 川 元 庸
収容日時：平成30年７月12日 11時00分
場 所：針町
種 類：チワワ
毛 色：うす茶・白
性 別：メス
推定年齢：８才
体 格：小
備 考：

（平成30年７月18日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第439号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部滞納整理
課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば
いつでも交付します。
平成30年７月18日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
差押調書（謄本）

２ 送達を受けるべき者
住 所 大阪府大阪市西区新町３丁目９－３
氏 名 株式会社 オフト

（平成30年７月18日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第440号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年７月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成30年６月20日 奈良市指令整開 第18Ａ－10号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成30年７月19日 第1643号
公共施設 平成30年７月19日 第2070号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市三条添川町229番１

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市三条町544番地
福村 常敬

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路

奈良市三条添川町229番１の一部
（平成30年７月19日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第441号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年７月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年７月19日
３ 移動対象区域

近鉄新大宮駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁
止区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288番地の１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
告示日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条
例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。
６ 引取時間

午前９時から午後４時30分まで
７ 引取りのための必要事項
⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。
⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
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平成30年８月16日
（木 曜 日）第360号 奈 良 市 公 報

事業所番号
事 業 所 事 業 者 指 定

年月日所 在 地 名 称 法人所在地 法人名

2990100584 奈良市三条栄町10番５号
ニチイケアセンター
奈良

東京都千代田区神田駿河台
二丁目９番地

株式会社 ニチイ
学館

平成30年
７月15日



８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課
電話0742－34－1111代表

（平成30年７月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第442号
平成28年奈良市告示第343号の一部を次のとおり変更し、
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の
規定により公告する。
平成30年７月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
指定年月日の項中「平成28年５月24日」を「平成28年５
月23日」に改める。

（平成30年７月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第443号
都市公園法（昭和31年法律第79号）第５条の10第１項及
び第12条の６並びに道路法（昭和27年法律第180号）第20
条第１項及び第55条第１項の規定に基づき、疋田町第３号
街区公園と市道中部第1333号線が相互に効用を兼ねる施設
（以下「兼用工作物」という。）の管理に関し次のように
定め、都市公園法第５条の10第２項及び道路法第20条第６
項の規定により公告する。
平成30年７月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 兼用工作物の位置
兼用工作物の位置は、別図のとおりとする。

２ 兼用工作物の管理等

⑴ 兼用工作物の新設、改築、維持及び修繕は、道路管
理者が行う。
⑵ 公園管理者は、兼用工作物の機能及び維持管理に支
障がないよう、隣接する公園施設を維持管理するもの
とする。
⑶ 兼用工作物の管理は、都市公園法第５条の11の規定
に基づき、道路管理者が公園管理者に代わってその権
限を行うものとする。

３ 管理の期間
平成30年６月28日から兼用工作物が都市公園又は道路
の効用を廃止されるまで
４ その他
⑴ 第２項各号の場合において、道路管理者及び公園管
理者は、その都度必要な協議を行うものとする。
⑵ 前各項に定めのない事項又は前各項の定めに疑義が
生じたときは、その都度道路管理者及び公園管理者が
協議して定める。

（平成30年７月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第444号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成30年７月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第360号
平成30年８月16日
（木 曜 日）

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

ふくしま眼科 奈良県奈良市西大寺東町二丁目４番１号
ならファミリー３Ｆ 平成30年５月31日

一般社団法人 奈良市薬剤師会 会営病院前薬局 奈良県奈良市平松一丁目32番17－２号 平成30年５月15日

（平成30年７月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第445号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成30年７月23日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

ふくしま眼科 奈良県奈良市西大寺東町二丁目４番１号
ならファミリー３Ｆ 平成30年６月１日

（平成30年７月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第446号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま

したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成30年７月23日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

なかがわ呼吸器科アレルギー科医院 奈良県奈良市朱雀五丁目３番地の８ 平成30年５月31日

（平成30年７月23日掲示済） ―――――――――――――――――――



（平成30年７月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第450号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年７月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成30年７月24日

３ 移動対象区域

近鉄新大宮駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成30年７月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第451号
介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項
及び第54条の２第１項の規定により、指定地域密着型サー
ビス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者を
指定しましたので、同法第78条の11及び第115条の20の規
定により公示します。
平成30年７月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成30年８月16日
（木 曜 日）第360号 奈 良 市 公 報

奈良市告示第447号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ
り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に

より告示します。
平成30年７月23日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

なかがわ呼吸器科アレルギー科医院 奈良県奈良市朱雀五丁目３番地の８ 平成30年６月１日

（平成30年７月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第448号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に
基づき、次のように道路の区域を決定します。

その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成30年７月24日

奈良市長 仲 川 元 庸

路線名 区 間 延長（ｍ)
幅員（ｍ) 備 考

中部第1511号線 奈良市青野町55番地先から 奈良市青野町56番１地先まで Ｌ＝45.0
Ｗ＝16.0

（平成30年７月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第449号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に
基づき、次のように道路の供用を開始します。

その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成30年７月24日

奈良市長 仲 川 元 庸

路線名 区 間 延長（ｍ)
幅員（ｍ) 備 考

中部第1511号線 奈良市青野町55番地先から 奈良市青野町56番１地先まで Ｌ＝45.0
Ｗ＝16.0

事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名 称 主たる事務所の所在地 名 称

2671400261 京都府木津川市梅美台二丁目１－１ エバホーム 大阪府大阪市西区境川一丁
目１番15号 株式会社エバカラー 平成30年

７月24日

（平成30年７月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第452号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市
身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）
第３条の規定により告示します。

平成30年７月25日
奈良市長 仲 川 元 庸



（平成30年７月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第453号
奈良市移動等円滑化推進補助金交付要綱を次のように定
める。
平成30年７月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市移動等円滑化推進補助金交付要綱

（趣旨）
第１条 高齢者、障害者等の外出、移動又は施設等の利用
における身体への負担を軽減するため、本市で事業を行
う者及び自治会等が講じる移動円滑化に対する措置につ
いて、奈良市移動等円滑化推進補助金（以下「補助金」
という。）を予算の範囲内で交付するものとし、その交
付については、奈良市補助金等交付規則（昭和59年奈良
市規則第23号。以下「規則」という。）に定めるものの
ほか、この要綱の定めるところによる。
（定義）
第２条 この要綱において、「簡易スロープ」とは、段差
の解消により高齢者、障害者等の外出、移動又は施設等
の利用における身体への負担を軽減するものであって、
取付けに際し工事を伴わないものをいう。
（補助対象者）
第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各
号のいずれにも該当する者とする。
⑴ 次のいずれかに該当する者であること。
ア 市内に事業所を置き、商業その他の事業を行う者
（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
（平成25年法律第65号）第２条第３号に規定する行
政機関等を除く。）
イ 市内の自治会その他これに類する団体
ウ その他市長が特に必要と認める者
⑵ 市税の滞納がない者であること。
⑶ 暴力団等（奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市
条例第24号）第２条第３号に規定する暴力団等をい
う。）に該当しない者であること。

２ 前項の規定にかかわらず、同一年度内において既に補
助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けることが
できない。
（補助対象経費）
第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象
経費」という。）は、簡易スロープの購入に要する経費
（消費税及び地方消費税を除く。）とする。ただし、国、
県その他各種団体が実施する補助制度を利用する場合は、
補助対象経費としない。
（補助金の額）
第５条 補助金の額は、補助対象経費の額に２分の１を乗

じて得た額（50,000円を限度とし、その額に100円未満
の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。
（交付申請）
第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請
者」という。）は、規則第４条第１項に規定する補助金
等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出
しなければならない。
⑴ 購入を予定する簡易スロープに係る見積書
⑵ 前号の簡易スロープに係る仕様書、カタログ等資料
⑶ 市税納付状況調査兼暴力団等の排除に関する同意書
（別記第１号様式）
⑷ その他市長が必要と認める書類
（交付決定）
第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を
審査するとともに、必要に応じて調査を行い、交付を決
定したときは、規則第７条第１項に規定する補助金等交
付決定通知書により申請者に通知をするものとする。
（交付の条件）
第８条 市長は、補助金の交付について、規則第６条第１
項に定めるもののほか、当該補助金の交付を受ける簡易
スロープについて、次の条件を付するものとする。
⑴ 主たる使用の場所は、本市内とすること。
⑵ 広く公共の用に供すること。
（実績報告）
第９条 補助金の交付決定を受けた者は、簡易スロープの
購入が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業
等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、同条に規定す
る期日までに市長に提出しなければならない。
⑴ 購入した簡易スロープに係る領収書の写し
⑵ その他市長が必要と認める書類
（処分の制限）
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受け
た日から８年を経過する前において、当該補助金の交付
を受けた簡易スロープを処分しようとするときは、あら
かじめ、財産処分承認申請書（別記第２号様式）を市長
に提出し、かつ、その承認を得なければならない。
（関係書類の保管）
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付に係る
収支等を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収支等
についての証拠書類を整理し、簡易スロープを購入した
日の属する年度の翌会計年度から５年間保管しなければ
ならない。
（その他）
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関
し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この告示は、平成30年７月26日から施行する。
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指定日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名）

平成30年
７月20日 長阪 重雄 医療法人新生会 総合病院

高の原中央病院
奈良市右京一丁目
３番地の３

心臓血管外科
（心臓機能障害）
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（平成30年７月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第454号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年７月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成30年６月11日 奈良市指令整開 第18Ａ－４号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成30年７月26日 第1644号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市西大寺新池町1723番１の一部及び1723番４

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
橿原市山之坊町557番地
有限会社 大通口ビル 代表取締役 岡澤 千惠子

（平成30年７月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第455号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年７月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成30年７月26日

３ 移動対象区域
近鉄新大宮駅周辺、近鉄高の原駅周辺及び近鉄奈良駅
周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成30年７月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第456号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年７月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成30年１月11日 奈良市指令整開 第17Ａ－43号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成30年７月27日 第1645号
公共施設 平成30年７月27日 第796号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市田中町605番１、606番１及び606番２

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良県天理市中之庄町532番１
社会福祉法人 大和清寿会 理事長 鉄村 俊夫

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路

奈良市田中町605番１、606番１及び606番２の各一
部

（平成30年７月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第457号
奈良市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱の一部
を改正する告示を次のように定める。
平成30年７月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱の
一部を改正する告示

奈良市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱（平成
29年奈良市告示第62号）の一部を次のように改正する。
第６条第２項中「第59条の２」を「第59条の２第１項」
に改め、同項の次に次の１項を加える。
３ 利用者の所得の額が法第59条の２第２項に規定する額
以上である場合において、第１項第１号の規定を適用す
るときは、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の
70」とする。
別表の１の表備考第３項を次のように改める。
３ 介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスＡ
及び介護予防通所介護相当サービスに要する費用の算
定については、この表に定めるもののほか、地域支援
事業実施要綱（平成18年６月９日付老発0609001号厚
生労働省老健局長通知）の例による。ただし、訪問型
サービスＡにおいては、生活機能向上連携加算は、算
定しない。
附 則

（施行期日）
１ この告示中第６条第２項の改正規定及び同項の次に１
項を加える改正規定は平成30年８月１日から、別表の１
の表の改正規定は同年10月１日から施行する。
（経過措置）
２ この告示による改正後の奈良市介護予防・生活支援サ
ービス事業実施要綱（次項において「新要綱」という。）
第６条の規定は、平成30年８月１日以後に実施された第
１号事業から適用し、同日前に実施された第１号事業に
要する費用の算定については、なお従前の例による。
３ 新要綱別表の１の表の規定は、平成30年10月１日以後
に実施された第１号事業から適用し、同日前に実施され
た第１号事業に要する費用の算定については、なお従前
の例による。

（平成30年７月31日掲示済）
―――――――――――――――――――
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奈良市告示第458号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を休止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し

ます。
平成30年７月31日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 休止年月日

医療法人 森川内科医院 奈良県奈良市登美ヶ丘一丁目２番16号 平成30年６月11日

（平成30年７月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第459号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成30年７月31日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地
田口 浩志

はり・きゅう 平成30年６月１日からだ元気治療院
奈良店

奈良県奈良市法華寺町126番地の１
岩本西ビル101号

（平成30年７月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第460号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項にお
いて準用する同法第50条の２の規定により施術者から事業

を廃止した旨の届出がありましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成30年７月31日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
廃止した施術の種類 廃止年月日

施術所の名称 施術所の所在地
吉澤 浩志

柔道整復 平成30年５月１日
日向整骨院 奈良県奈良市恋の窪三丁目８番１－２

号

（平成30年７月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第461号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項にお
いて準用する同法第50条の２の規定により施術者から事業

を廃止した旨の届出がありましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成30年７月31日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
廃止した施術の種類 廃止年月日

施術所の名称 施術所の所在地
西崎 良郎

柔道整復 平成30年６月30日
西崎接骨院 奈良県奈良市六条三丁目３番14号

（平成30年７月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第462号
介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項及び
第78条の５第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業

者及び指定地域密着型サービス事業者より廃止の届出があ
りましたので、同法第78条第２号及び第78条の11第２号の
規定により公示します。
平成30年７月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
【地域密着型通所介護】

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2990100469 奈良市法蓮町40番地の７
茶話本舗デイサ
ービス法蓮亭

東京都台東区浅草
橋二丁目２番10号

株式会社日本介
護福祉グループ 9010601033075 平成30年

７月31日



（平成30年７月31日掲示済）

教 育 委 員 会
奈良市教育委員会告示第15号
平成30年７月定例教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成30年７月18日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

１ 日 時
平成30年７月24日（火）
午後１時30分から

２ 場 所
奈良市役所 北棟６階 第22会議室

３ 会議に付すべき事案
教育長報告
⑴ 市長専決処分の報告について
⑵ 奈良市学校結核対策委員会委員の委嘱について
⑶ 奈良市放課後児童健全育成事業施設昼食提供事業
実施要綱の一部改正について

⑷ 奈良市地域教育推進事業 第８回「交流の集い」
の開催について

議事
議案第17号 奈良市立図書館協議会委員の解任及び任命

について
議案第18号 奈良市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の全部改正
について

議案第19号 奈良市放課後児童健全育成事業施設条例施
行規則の一部改正について

議案第20号 奈良市立学校設置条例の一部改正について

傍聴受付は、開催日の午後０時30分から午後１時20分ま
でで、教育総務課にて行います。定員は５名で、定員にな
り次第締切させていただきます。

（平成30年７月18日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会告示第16号
平成30年８月臨時教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成30年７月18日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

１ 日 時
平成30年８月２日（木）
午後１時から

２ 場 所
奈良市役所 中央棟６階 正庁

３ 会議に付すべき事案
議事
議案第21号 平成31年度使用奈良市立小学校教科用図書

の採択について
議案第22号 平成31年度使用奈良市立中学校「特別の教

科 道徳」教科用図書の採択について
議案第23号 平成31年度使用奈良市立高等学校教科用図

書の採択について

傍聴受付は、開催日の午後０時から午後０時50分までで
す。
受付場所は、奈良市役所 中央棟６階 エレベーターホ
ールにて行います。
定員は100名で、定員を超える場合は抽選を行います。

（平成30年７月18日掲示済）

選挙管理委員会
奈良市選挙管理委員会告示第15号
平成29年７月９日執行の奈良市議会議員選挙における候
補者の出納責任者から提出のあった選挙運動に関する収入
及び支出の報告書に修正がありましたので、要旨を公職選
挙法（昭和25年法律第100号）第192条第１項の規定により、
次のとおり公表します。
平成30年７月17日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨
１ 選挙の種類 平成29年７月９日執行

奈良市議会議員選挙
２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額
の制限額（法定選挙運動費用額）
6,132,500円

３ 報告書の要旨 別紙のとおり
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【訪問介護】

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970102981 奈良市佐保台二丁目902番地の241

ライフアートコ
ミュニティ佐保
の里

奈良市佐保台二丁
目902番地の241

株式会社ライフ
アートコミュニ
ティ

6150001004608 平成30年
７月31日
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（平成30年７月17日掲示済）

農 業 委 員 会
奈良市農業委員会告示第11号
平成30年７月奈良市農業委員会合同総会を次のとおり招
集しますので、奈良市農業委員会総会会議規則（昭和32年
奈良市農業委員会告示第３号）第２条第１項の規定により
告示します。
平成30年７月20日

奈良市農業委員会長 巽 一 孝
１ 日時
平成30年７月27日（金） 午後３時

２ 場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟６階 第22会議室

３ 審議案件
⑴ 農地等の利用の最適化の推進に関する意見書につい
て

⑵ 農地利用状況調査の実施及び非農地判断について
⑶ 農地利用最適化推進委員長及び同副委員長の任命に
ついて

⑷ 農地利用最適化交付金について
（平成30年７月20日掲示済）
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